
 

外形標準課税について 

 

【外形標準課税の趣旨】 

事業規模に応じて薄く広く公平に   → 税負担の公平性の確保 

受益に応じた負担を求める税に    → 応益課税としての税の性格の明確化 

安定的な行政サービスの提供のために → 地方分権を支える基幹税の安定化 

努力した企業が報われる税制に    → 経済の活性化、経済構造改革の促進 

 

【制度の概要】 

◆対象となるのは、各事業年度末の資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人（一般社団・財団

法人等を除く）です。 

※令和７年４月１日以後に開始する事業年度については、前事業年度に外形標準課税の対象法人であっ

て、当該事業年度に資本金１億円以下で、かつ、資本金と資本剰余金の合計額が１０億円を超えるも

のは、外形標準課税の対象となります。 

※令和８年４月１日以後に開始する事業年度については、資本金と資本剰余金の合計額が５０億円を超

える法人等の１００％子法人等のうち、資本金 1 億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が２億円

を超えるものは、外形標準課税の対象となります。 

 

◆税率については、法人事業税の税率表をご覧ください。 

 

◆付加価値割の仕組み 

 

 

 

税率 



 

 

 

 

◆資本割の仕組み 
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